
 ７日の厚生常任委員会では、上越地域医

療センター病院の１億２３９０万円におよ

ぶ消費税過払い問題について、裁判所への

提訴を断念する旨の報告がありました。 

 山岸副市長は報告で、｢これまで国税不

服審判などで争ってきたが、弁護士による

と勝訴の可能性は極めて低く、裁判で争う

ことは断念した。知識不足等はあったもの

の、国･県の見解を参考に、当時としては

正しい判断をしたものであり、責任を問う

べきものではないと判断し、この報告を

もって終結としたい」と説明しました。 

 この問題は、上越地域医療センター病院

を指定管理に移行する際に、非課税だった

人件費を課税対象の委託料に合算して上越

医師会に支払う協定を結んだことから、本

来消費税がかからない人件費分にも消

費税が課税されていたものです。この

ことは当時すでに上越医師会から指摘

されていましたが、契約方法を変更し

て課税されないようにするまで２年半

にわたって消費税を過払いしてきまし

た。その後、過払いしてきた契約方法

は間違いであったとして、税務当局を相手

に審査請求などをしてきましたが、ことご

とく却下され、このたびの提訴断念となっ

たものです。 

 この過払いは、違法不当な支払いではあ

りませんが、契約のやり方の不手際から

払ってきてしまったものです。結果とし

て、1億円を超える市民の血税が無駄に使

われてしまいました。報告への質疑では、

｢行政は結果責任であり、責任を取らなく

てもいいということにはならない｣など、

厳しい指摘の声があいつぎましたが、裁判

はともかく、あらゆる手立てを使ってで

も、あくまでも市民の貴重な税金を守りぬ

く姿勢を貫くべきではないでしょうか。 

 答弁では｢他市町村でも同様な事例があ

る｣とのことですので、そうした自治体と

も力を合わせて、国に対して返還を求める

運動を展開することなども考えられます。 

 なお、国も、こうした悪意のない過払い

には、配慮ある姿勢で返還すべきです。 
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文教経済委員会も干ばつ調査 
上越市議会文教経済常任委員会は８月１

日、干ばつ被害の出ている牧区、安塚

区、大島区を視察しました。 

 田のひび割れはひどいところで30セン

チほどの深さになり、稲の倒伏がはじ

まっていました。大島区上達の田（写

真）では極端な生育不良が見られまし

た。 

 収穫量は大幅減、そして来春、田に水

を張れるようにするためには災害復旧工

事をしなければならないところもありま

す。万全の対策を求めます。 

 

９
月
決
算
議
会
が
４
日
か
ら
始
ま

り
、
議
案
に
対
す
る
総
括
質
疑
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
現
在
は
委
員
会
審
査
が
進

行
中
で
す
。 

 

総
括
質
疑
で
は
日
本
共
産
党
議
員
団

の
橋
爪
議
員
な
ど
７
人
が
登
壇
し
ま
し

た
。
橋
爪
議
員
は
、
地
域
事
業
費
制
度

の
見
直
し
、
行
政
改
革
の
評
価
、
大
雪

災
害
重
機
貸
出
事
業
、
住
宅
リ
フ
ォ
ー

ム
促
進
事
業
な
ど
で
市
長
の
見
解
を
求

め
ま
し
た
。 

 

昨
年
度
、
市
政
で
も
っ
と
も
大
き
な

問
題
に
な
っ
た
の
は
「
地
域
事
業
費
制

度
の
見
直
し
」
問
題
で
す
。
地
域
事
業

費
制
度
は
合
併
時
の
約
束
事
の
一
つ
で

す
が
、
約
束
を
履
行
で
き
な
く
な
っ
た

ら
責
任
を
と
る
の
は
当
然
の
こ
と
で

す
。 

 

と
こ
ろ
が
、
橋
爪
議
員
か
ら
、
「
見

直
し
を
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
最
大

要
因
は
合
併
前
上
越
市
の
地
域
事
業
の

進
捗
管
理
が
き
ち
ん
と
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
か
ら
だ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の

事
実
と
責
任
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な

く
し
て
市
民
の
行
政
へ
の
不
信
感
は
無

く
な
ら
な
い
」
と
追
及
さ
れ
て
も
、
村

山
市
長
か
ら
は
こ
の
問
題
で
の
謝
罪
の

言
葉
も
責
任
の
明
確
化
も
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。 

 

観
光
施
設
等
の
管
理
も
昨
年
度
の
重

大
問
題
で
し
た
。
㈱
あ
さ
ひ
荘
が
自
己

破
産
の
申
請
を
し
た
こ
と
な
ど
考
え
た

ら
、
「
不
採
算
部
門
の
改
善
等
、
指
定

管
理
者
の
経
営
状
態
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制

を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
一

般
的
な
表
現
で
総
括
し
て
い
る
だ
け
で

は
不
十
分
で
す
。
橋
爪
議
員
は
チ
ェ
ッ

ク
体
制
の
問
題
点
と
課
題
を
具
体
的
に

明
ら
か
に
す
る
よ
う
求
め
ま
し
た
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
市
長
は
、
「
観
光
施

設
の
指
定
管
理
者
の
会
社
の
経
営
改
善

の
努
力
は
、
基
本
的
に
は
各
社
の
経
営

層
の
責
任
の
下
で
行
わ
れ
る
べ
き
も
の

だ
。
一
方
、
当
該
施
設
の
管
理
運
営

が
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の
経
営
と
密
接
な

関
係
性
を
持
つ
ケ
ー
ス
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
例
え
ば
、
部
門
別
の
収
支
を
明
ら

か
に
し
、
採
算
性
の
確
保
が
厳
し
い
場

合
に
は
、
改
善
方
法
の
提
案
を
求
め
る

等
の
対
応
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
も
の

と
考
え
て
い
る
。
引
き
続
き
決
算
な
ど

結
果
に
対
す
る
指
導
を
行
う
と
と
も

に
、
経
営
改
善
に
向
け
た
取
組
全
般
も

注
視
し
て
い
く
な
ど
、
適
切
な
施
設
管

理
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
」
と
答
え
ま

し
た
。   

 

一
昨
年
の
秋
か
ら
始
ま
っ
た
住
宅
リ

フ
ォ
ー
ム
促
進
事
業
に
つ
い
て
市
は
、

「
昨
年
度
、
経
済
効
果
は
、
11
・
９
倍

が
確
認
さ
れ
、
居
住
環
境
の
整
備
が
図

ら
れ
る
と
と
も
に
、
住
宅
関
連
業
者
の

振
興
と
地
域
経
済
の
活
性
化
に
寄
与
し

た
」
と
評
価
し
て
い
ま
す
。
橋
爪
議
員

に
「
こ
の
事
業
を
今
後
ど
う
す
る
か
」

と
問
わ
れ
、
村
山
市
長
は
、
「
こ
の
事

業
は
経
済
対
策
の
一
環
と
し
て
取
り
組

ん
で
き
た
も
の
だ
。
地
域
の
経
済
動
向

を
注
視
し
適
切
に
判
断
し
て
ま
い
り
た

い 

」
と
答
え
ま
し
た
。
今
後
の
動
き
に

注
目
で
す
。 

総括質疑で地域事業費制度の見直し問題な

どで市執行部を追及する橋爪議員。５日。 


